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１．地域防災計画とは 

 

（１）計画の目的 

大和市地域防災計画（以下「本計画」という。）は、災害対策基本法第４２条の規定に基づき、

市長を会長とし、市内外の防災関係機関の代表者などにより構成される「大和市防災会議」が策

定する災害対策全般にわたる計画で、地震や風水害等の災害対策に関し、市及び関係機関が対応

すべき事務又は業務について総合的な指針を定めたものです。 

本計画を基に災害に強いまちづくりを推進するとともに、万一の災害時には効果的な応急対策

を行い、市域と市民の生命、身体及び財産を保護し、社会秩序の維持と公共の福祉の確保を図る

ことを目的としています。 

また、本計画は、国の「防災基本計画」および県の「地域防災計画」と相互に関連性を有し、

連携した地域計画となっています。 

 

（２）計画の構成 

本計画は、次の各編により構成されています。 

編 内       容 

総 則 
計画の策定方針、計画の概要、市民・事業所の役割、地震や風水害

等被害の想定及び被害履歴等について定めています。 

地震災害対策計画編 
震災に対する事前の備え、震災が発生した場合の対応、復旧・復興

に必要な制度や措置について定めています。 

風水害対策計画編 
風水害に対する事前の備え、風水害が発生した場合の対応、復旧・

復興に必要な制度や措置について定めています。 

特殊災害対策計画編 
航空機事故、鉄道災害、道路災害、放射性物質災害等の対策などに

関する予防計画ならびに応急対策計画を定めています。 

資 料 編 各編に関する資料等をまとめています。 
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２．計画修正の背景 

現行の計画は、新潟県中越地震（平成１６年１０月）や新潟県中越沖地震（平成１９年７月）

の発生、国の防災基本計画や県の地域防災計画の修正、水防法の改正、また、予測困難な局地的

大雨が発生するなどの自然環境の変化を受け、平成２０年度に修正したものです。 

しかしながら、昨年発生した東日本大震災は、わが国の観測史上過去最大のマグニチュード 

９．０という大地震に加え、津波の発生や余震により、東北３県（岩手県・宮城県・福島県）の

みならず、広域かつ甚大な被害をもたらしました。 

この大震災の経験や教訓から、国においては、様々な分野で検討を行い、防災基本計画の修正

を行っており、この修正を踏まえ、神奈川県においても地域防災計画の見直しを行っています。 

 

３．計画修正の趣旨 

本市においても、帰宅困難者対策、情報・通信手段の確保、他機関からの支援を円滑に受け入

れる準備などに対する新たな課題、また、これまで実施してきた予防対策や応急対策などに関す

る問題点が明らかになりました。今回、神奈川県において、地震災害対策・風水害対策に対する

見直しが行われたことから、平成２０年度に修正した現計画の見直しを行い、所要の修正を加え

ることとし、災害に強いまちづくりの推進を図ります。 

なお、今後においても、国や県の修正や関係法令の改正、また、新たな被害想定調査結果の発

表などが行われた場合は、随時見直しを行ってまいります。 
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４．計画修正の基本的な考え方  

（１）「自助」・「共助」による取組みの強化  

阪神・淡路大震災を契機に、これまで防災対策の柱であった「公助」に加え、「自助」・「共

助」への意識が高まり、以降、「命を守る」ことを最優先に災害への備えを進めてきました。こ

のような中、東日本大震災において、迅速な避難行動がとれたことで、津波からの危険を回避し

た事例や、地域やボランティアの方々が助け合って救助活動や避難所運営を行った事例など、改

めて「自助」・「共助」の取組みの重要性が再認識されています。本市において懸念される地震

火災に対しては、特に自ら身を守る努力と、地域の中での助け合いが被害を最小限に抑えること

につながります。このことから、「公助」のみならず、市民、企業、団体などの様々な主体によ

る「自助」・「共助」の取組みを強化します。  

（２）避難行動・避難生活への支援強化 

災害発生時に迅速かつ安全な避難を実施するために、要援護者支援制度への登録の促進や避難

勧告、避難指示の基準を予め示すなど事前の準備を充実します。また、大規模災害時には避難生

活が長期化することから、防災インフラ等の整備や女性及び災害時要援護者への配慮、備蓄品の

見直しなど避難生活を支援する体制について整備します。 

（３）自治体や企業、団体等との連携強化  

大規模な災害では、甚大かつ広範な被害が想定され、本市単独では対処することができないこ

とから、他市町村はもちろん、県、国、企業、団体等から必要な支援を円滑に受ける必要があり

ます。このため、受入れ体制の整備や災害時応援協定の締結等を実施することで連携を強化しま

す。 

また、東日本大震災では、市内でも帰宅困難者が発生しました。このことから、「むやみに移動

を開始しないこと」で帰宅困難者とならないことを周知すると共に、一時滞在施設の確保や鉄道

事業者、警察等の関係機関と連携し、帰宅困難者の支援体制を強化します。 

（４）情報の収集・提供体制の強化 

東日本大震災では地震発生時に携帯電話による通話等の通常時の連絡手段が使用可能となるま

でに時間を要しました。過去の震災では発生から救出までの時間が短いほど，生存率が高くなり、

風水害では的確な情報提供が被害を未然に防ぐことから、より早く、的確な情報収集・提供体制

が求められます。災害発生時の迅速かつ適切な避難、支援等を支えるため、情報の収集・提供体

制等を整備・強化します。 

（５）柔軟な災害対応の実施  

東日本大震災では大地震に伴い、大津波が発生し、行政機能が停止することで、復興・復旧活

動に遅れが生じました。いかなる災害であったとしても、人的被害を軽減し、市民等の生活・社

会活動への影響を最低限に抑えられるよう、被害想定の見直し、災害対策組織体制の強化、行政

機能を維持するなど、柔軟な対応を可能とする体制づくりを進めます。 
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５．基本的な考え方と対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大規模災害の発生 

甚大かつ広範にわたる被害 

 

★人的被害の軽減 

「いのちを守る」 

減 災 

 
★市民等の生活・社会活動の安定 

「生活を守る」 

地域防災計画へ反映 

基本的な考え方

（１） 

「自助」・「共助」に

よる取組みの強化 

基本的な考え方 

（２） 

避難行動・避難生

活への支援強化 

基本的な考え方

（３） 

自治体や企業、団体

等との連携強化 

基本的な考え方

（４） 

情報の収集・提供

体制の強化 

 

・確実な情報提供の

実施 

 

対 策 

 
 

・大規模災害を想定

した体制の構築 

・帰宅困難者対策 

・医療救護対策 

・応急給水対策 

・災害ボランティア

の活動支援 

対 策 

 
 

・避難所対策 

・避難行動に関する

見直し 

 

対 策 

 
 

・「自助」・「共助」

の理念の普及 

・防災知識の普及 

・出火防止対策 

対 策 

 

基本的な考え方

（５） 

柔軟な災害対応

の実施 

 

・被害想定の 

見直し 

・災害対策組織の

強化 

・本市行政機能の

維持 

 

対 策 
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６．各対策を行うため修正が必要とされる節 

基本的な考え方（１） 「自助」・「共助」による取組みの強化 

 

「自助」・「共助」の理念の普及 
●第１編 総則 

第３節 市民、事業所の役割 

●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第８節 避難対策／第１０節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄／第１６節 自主防災活動の充実強化 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１０節 避難対策／第１２節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄／第１８節 自主防災活動の充実強化  

防災知識の普及 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１４節 防災知識の普及 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１６節 防災知識の普及 

出火防止対策 
●第１編 総則 

第３節 市民、事業所の役割 

●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第２節 都市の防災対策／第４節 火災・危険物等の災害の予防対策／第１６節 自主防災活動の充実強化 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第２節 都市の防災対策／第１８節 自主防災活動の充実強化  

 

基本的な考え方（２） 避難行動・避難生活への支援強化 

 

避難所対策 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞  

第１０節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄／第１８節 災害時要援護者対策 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１１節 避難対策／第１９節 生活確保対策／第２３節 災害時要援護者対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１２節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄／第２０節 災害時要援護者対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１３節 避難対策／第２１節 生活確保対策／第２５節 災害時要援護者対策 

避難行動に関する見直し 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞  

第８節 避難対策 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１１節 避難対策／第１９節 生活確保対策／第２１節 文教対策 

●第２編 地震災害対策計画編＜第４章 東海地震に関する事前対策計画＞ 

 第８節 児童・生徒等の保護対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１０節 避難対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１３節 避難対策／第２１節 生活確保対策／第２３節 文教対策 
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基本的な考え方（３） 自治体や企業、団体等の連携強化 

 

大規模災害を想定した体制の構築 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１３節 広域応援体制等の拡充 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１５節 広域応援体制等の拡充 

帰宅困難者対策 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第８節 避難対策 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１１節 避難対策 

●第２編 地震災害対策計画編＜第４章 東海地震に関する事前対策計画＞ 

第６節 鉄道折り返し駅及び周辺の混乱対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１０節 避難対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１３節 避難対策 

医療救護対策 
●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１４節 医療及び助産対策 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１６節 医療及び助産対策 

応急給水対策 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１０節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１６節 応急給水活動 
●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１２節 防災資機材・飲料水等の整備、備蓄 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第１８節 応急給水活動 

災害ボランティアの活動支援 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１７節 ボランティアの受け入れ 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第２２節 災害ボランティアの活動支援 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１９節 ボランティアの受け入れ 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第２４節 災害ボランティアの活動支援 
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基本的な考え方（４） 情報の収集・提供体制の強化 

 

確実な情報提供の実施 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第６節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

●第２編 地震災害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞   

第７節 災害広報 

●第２編 地震災害対策計画編＜第４章 東海地震に関する事前対策計画＞ 

 第１節～第１１節  

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第８節 災害時情報の収集・提供体制の拡充 

●第３編 風水害対策計画編＜第２章 災害応急対策計画＞ 

第５節 気象情報等の収集、伝達／第８節 災害広報 

 

基本的な考え方（５） 柔軟な災害対応の実施 

 

被害想定の見直し 
●第１編総則 

第６節 地震被害の想定 

災害対策組織の強化 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１節 防災組織／第１５節 防災訓練 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第１節 防災組織／第１７節 防災訓練 

本市行政機能の維持 
●第２編 地震災害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第７節 災害対策本部等組織体制の拡充 

●第３編 風水害対策計画編＜第１章 災害予防対策計画＞ 

第９節 災害対策本部等組織体制の拡充 
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７．節ごとの主な修正内容 

【第１編 総則】  

節 名 修 正 内 容  

第３節  

市民、事業所の役

割 

○災害発生時には、「自助」（自分の身を守ること）、「共助」（皆のまちは、皆で守る）

が重要となることを強調する記載を追加します。 

○市民の「自助」による取組みを強化するため、飲料水や食糧といった備蓄の他に

携帯トイレを加えること、市民自らが出火防止対策に努め、知識を習得、実践的

な訓練への参加に努めることを「自助」における役割として追加します。 

○市民の「共助」による取組みを強化するため、自主防災組織の結成及びその活動

へ積極的な参加をすること、地域において相互に協力し、初期消火、応急手当な

どに努めることを「共助」における役割として追加します。 

○事業所での「自助」・「共助」による取組みを強化するため、施設及び設備の耐震・

耐火性等の強化による安全確保、自衛消防組織の確立、従業員等が帰宅困難者に

ならないような措置を講じることや、市やその他の行政機関が実施する応急対策

活動に協力するよう努めることなどを事業所の役割に追加します。 

第４節  

防災関係機関等の

処理すべき事務又

は業務の大綱 

○防災関係機関等に関東財務局（横浜財務事務所）、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ㈱、大和市電設協会、大和市社会福祉協議会、自衛隊を追加します。 

第６節 

地震被害の想定 

○大和市における地震被害想定を神奈川県が平成 9年度から平成 10年度に実施した

地震被害想定調査結果から平成 19 年度から平成 20 年度に実施した調査結果に修

正します。 

○これまで本市が想定していた「東海地震、神奈川県東部地震、南関東地震、神縄・

国府津―松田断層帯地震」に、国の諮問機関である中央防災会議の首都直下地震

対策専門調査会で近い将来に発生する可能性が高いとされる「東京湾北部地震」

を追加します。また、今後、県が新たに被害想定調査を実施する場合には見直す

ことを追加します。 

○大和市における被害別危険度想定（建物の全壊棟数、火災による焼失棟数、液状

化想定）を神奈川県が平成 19 年度から平成 20 年度に実施した調査結果に基づき

修正します。 

○地震災害対策計画策定のための条件を喫緊の課題と捉え、長期的目標（１０か年

超）を削除し、短期的目標（５か年以内）と中長期的目標（５か年超）に修正し

ます。 

第８節 

被害履歴 

○当該節の被害特性は第６節の被害別危険度想定の内容と重複するため、削除しま

す。 

資料Ｐ３～４ 

資料Ｐ４～１０ 

資料Ｐ１５～１９ 

資料Ｐ２１ 
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【第２編 地震災害対策計画編】 

第１章 災害予防対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第１節 

防災組織 

○災害対策基本法の改正により、災害対策本部との所管事務の明確化を図るため、

大和市防災会議の所掌事務として、「市長の諮問に応じて大和市の地域に係る防災

に関する重要事項を審議すること」と「重要事項に関し、市長に意見を述べるこ

と」を追加します。 

○また、多様な主体意見を反映できるようにするため、大和市防災会議の組織に「自

主防災組織を構成する者又は学識経験のある者の内から市長が任命するもの」を

追加します。 

○災害対策組織体制を強化するため、危機管理に係る総合的な企画や実践に関する

権限を有する「危機管理監」を組織に追加します。 

第２節 

都市の防災対策 

○本市において懸念される、木造住宅が密集している地域での延焼被害の拡大を防

ぐため、防火対策の施されていない住宅については建て替えを促すなど、不燃化

の必要性について、啓発を図ることを追加します。 

第４節 

火災、危険物等の

災害の予防対策 

○本市において懸念される地震火災による出火防止のため、住宅用火災警報器の普

及、事業所における自衛消防組織の確立強化、一般家庭における地震火災の備えとし

て、火の元確認や初期消火の行動などの内容を追加します。 

○「初期消火及び救出救護の推進」に防災訓練等の機会を利用して地震体験車を活

用した出火防止体験訓練、消火器やスタンドパイプ等の資機材を使用した消火訓

練、救出救護訓練を追加します。 

第５節 

公共施設等の安全

確保対策 

○下水道について、災害時における被害の拡大防止、衛生的生活環境の維持及び迅

速かつ的確な応急復旧を行うために、平常時から下水道の防災体制を整備するこ

とを追加します。 

第６節 

災害時情報の収

集・提供体制の拡

充 

○情報提供体制を強化するため、防災行政無線（固定系）のデジタル化に取組むこ

とを追加します。 

○防災行政無線（移動系）の代替として、より安定した広域での一斉通信ができる

ＭＣＡ無線を導入することを追加します。 

○迅速な避難活動を支援するため、国からの緊急情報を市の防災行政無線を介して

瞬時に直接市民に伝えるＪ－ＡＬＥＲＴが整備されたことから、今後の運用につ

いて追加します。 

○災害発生時の通信手段として、輻輳の恐れがない衛星携帯電話の整備を図ること

を追加します。 

○市民へ被災情報等の提供を実施するため、その他の通信網の１つとして、ＦＭや

まとを追加します。 

資料Ｐ２３～２５ 

資料Ｐ３０ 

資料Ｐ３４～３５ 

資料Ｐ３９ 

資料Ｐ４２～４３ 
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節 名 修 正 内 容  

第７節 

災害対策本部等組

織体制の拡充 

○市民等の生活・社会活動への影響を最小限に抑えるため、災害発生時の応急対策

とあわせて優先度の高い行政サービスを継続できるように必要な人員や資機材等

の確保などを定めた業務継続計画（ＢＣＰ）を策定することを追加します。（第１

９節から移行） 

第８節 

避難対策 

○避難場所の区分に休憩場所や情報の提供を実施する帰宅困難者の受入れ施設（一

時滞在施設）として『草柳小学校、各学習センター（林間を除く）』を追加します。 

○「共助」（皆のまちは、皆で守る）による取組みを強化するため、一時避難場所の

性格を「災害の状況を判断し、情報を得る場所」から「災害の状況と住民同士の

安否を確認し、地域内で助け合う拠点となる場所」と位置づけることとして修正

します。 

○迅速かつ安全な避難が実施できるように、指定避難所となる施設には、災害時に

避難所として利用することを示した案内表示板と太陽光発電による照明の整備に

努めることを追加します。 

○円滑な避難所運営を実施し、避難生活を支援するため、指定避難所における照明

等の必要最低限の電力供給が継続できるよう自家用発電設備の設置に努めること

を追加します。 

○帰宅困難者への支援において、帰宅困難者発生の抑制を図るため、平時から「む 

 やみに移動を開始しない」ことを事業者等に周知することや家族の安否確認 

手段として「災害用伝言ダイヤル（１７１）」などの活用を追加します。 

○帰宅困難者用一時滞在施設を迅速かつ円滑に開設するため市以外の施設の管理者

との協定等の締結をすすめることを追加します。 

○大和駅・中央林間駅を中心に、県、鉄道事業者、警察、駅周辺事業者等と連携し

て設置する地域協議会で、帰宅困難者が発生した場合の対応の検討・協議に取り

組むことを追加します。 

○帰宅困難者に対して携帯電話やインターネット等を活用し迅速に鉄道運行状況、

市内の被害状況、一時滞在施設の開設等の情報を提供できるよう、対策の検討を

行うことを追加します。 

 

資料Ｐ４５ 

資料Ｐ４６～４８ 
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節 名 修 正 内 容  

第１０節 

防災資機材・飲料

水等の整備、備蓄 

○災害時におけるトイレ問題への対策として、市が指定避難所単位で行う生活必需

物資等の備蓄と「自助」による家庭内備蓄に、水がない環境でも使用できる携帯

トイレ等を追加します。 

○本市と県営水道とで災害時の応急給水に関する訓練などを定期的に実施し、連携

の強化を図ることを追加します。 

○給水体制を整備し、避難生活の支援を行うため、地下水源の確保に、指定避難所

となる学校への井戸の整備に努めることを追加します。 

○乳児に対して、放射能災害においても影響を受けないペットボトルによる飲料水

を備蓄することを追加します。 

第１３節 

広域応援体制等の

拡充 

○市が大規模地震で被災した場合に他機関からの支援を円滑に受け入れるため、市

が支援部隊の受け入れ地点、輸送道路、受付場所、災害対策本部との連絡調整方

法等を事前に定める受援計画を策定することを追加します。 

○相互応援協定の締結等にあたっては、近隣の自治体に加えて、大規模な災害等に

よる同時被災を避ける観点から、遠方に所在する自治体との協定締結も考慮する

ことを追加します。 

○相互応援協定を締結する場合に留意する事項として、物資や人の支援など応援の

種類についての記載を追加します。 

○市は、被災地からの避難者が安心して生活を送ることができるように、市公共施

設での一時的な受入れ、市営住宅の優先利用や民間賃貸住宅の活用を実施するこ

とを追加します。 

 

第１４節 

防災知識の普及 

○一般市民に対する防災知識の普及の内容に神奈川県作成の地震被害想定区域 （液

状化想定区域）、土砂災害予想危険箇所などの自然災害回避（アボイド）情報と伝

承などによる過去の災害教訓を追加します。 

○「自助」・「共助」による取組みを強化するため、自助では市民の心得（役割）の

平常時の役割に避難所までのルート確認、非常持出品として携帯トイレ等の準備

を追加し、共助では避難時の役割に隣近所への声かけ、一時避難場所への集合と

住民同士の安否確認、救助活動の準備などを行うことを追加します。 

 

第１５節 

防災訓練 

○柔軟な災害対策がとれるように、個別防災訓練として、災害対策本部の応急対策

活動の円滑な遂行を期するため、災害対策を行うための要員を早期に動員配備し、

防災体制を確立する訓練を行うことを追加します。 

○また、災害対策本部の応急対策活動の円滑な遂行を期するため、各課において策

定する職員行動マニュアル等に基づいた実技訓練を行うことを追加します。 

 

資料Ｐ５２～５４ 

資料Ｐ５７～５８ 

資料Ｐ６０～６４ 

資料Ｐ６７ 
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節 名 修 正 内 容  

第１６節 

自主防災活動の充

実強化 

○「自助」・「共助」による取組みの強化として、火災が発生した場合の初期消火の

手段に消火器、水バケツに加えて、県営水道と連携によるスタンドパイプ（※１）

等の資機材を追加します。 

○市は、県と連携して、消防団への現役世代、高校生、大学生などの若い人々の入

団を進めるため、市民や事業者に対し、地域防災や消防団活動の重要性に関する

普及啓発に努めるとともに、将来の消防団活動を担う児童等へ地域防災に関する

理解促進を図ること。また、消防団の施設、設備の充実を進め、地域で防災活動

のリーダーシップをとる消防団の機能強化に努めることを追加します。 

○自主防災組織の訓練に消防団が参加し、資機材取扱いの指導の実施や、消防団Ｏ

Ｂが自主防災組織の役員に就任するなど、組織間の連携や人的な交流等を積極的

に図ること、自主防災組織と消防団との連携を強化し、地域コミュニティの防災

体制の充実を図ることを追加します。 

（※１）スタンドパイプ・・・火災発生時にホースを消火栓につなぎ、結合水圧を

利用して消火活動が出来る消火器具。 

第１７節 

ボランティアの受

け入れ 

○ボランティアの活動を効率的に本市への支援に結びつけるため、一般ボランティ

アの受入れは、社会福祉協議会とかながわ県民活動サポートセンターから市と社

会福祉協議会、ボランティア団体等が連携して担うものに修正します。 

○東日本大震災以降、災害ボランティア支援本部から災害ボランティアセンターと

いう呼び名が一般的になったことから、名称を修正します。 

○一般ボランティアと専門ボランティアが行う業務を分かりやすく表現するととも

に、専門ボランティアの連携・協力体制の整備の記述を追加します。 

 

第１８節 

災害時要援護者対

策 

○地域で災害時に支援が必要な方の情報を事前に共有し、助け合う体制をつくる災

害時要援護者支援制度への登録を勧奨し、制度の推進に努めることを追加します。 

○言語、生活習慣、防災意識の異なる外国人に対しては、災害時の混乱下において

も安心して行動できるように「外国人に対する防災対策」に多言語及びやさしい

日本語による広報の充実や表示板を整備することを追加します。 

○災害時に市内に在住する外国人に情報提供及び相談対応等を行う「災害多言語支

援センター」を設置・運営するための訓練を実施することを追加します。 

○避難所において、高齢者、障がい者等が安心して生活ができるようバリアフリー

化の推進及び支援体制の整備に努めることを追加します。 

 

第１９節 

企業防災の促進 

○事業者は事業継続計画（ＢＣＰ）を実施するために重要なライフラインの供給不

足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保などの取組みを継続的に実施す

るなどの防災活動の推進に努めることを追加します。 

 

資料Ｐ６９～７０ 

資料Ｐ７１～７２ 

資料Ｐ７３～７５ 

資料Ｐ７６ 
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第２章 災害応急対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第１節 

応急活動体制 

○災害対策本部機能を補完するため、必要に応じて物資、情報のとりまとめを担当

する地域活動拠点を北部・中部・南部地区にそれぞれ設置することを追加します。 

 

第２節 

相互協力体制 

○災害時の応急対策をより効果的に遂行するために、民間団体との協力業務に医療

救護活動を、また民間団体に大和市医師会、大和歯科医師会を追加します。 

 

第７節 

災害広報 

○災害に関する予報や情報は、あらゆる状況下においても確実に伝達する必要があ

ることから、防災行政無線で放送した内容を確認できる自動音声応答装置、市内

にいる市民以外の方を含む全ての方に一斉送信できる緊急速報メール、インター

ネットを通じて、外部への情報発信が可能な大和市役所公式ツイッターを災害広

報の伝達手段に追加します。 

○各関係機関との調整に、市議会に対しても、重要な災害情報等の伝達を図ること

を追加します。 

第１１節 

避難対策 

○指定管理対象施設の場合は指定管理者が来訪者、入所者の避難誘導を行うことを

追加します。 

○第１章災害予防対策計画第８節避難対策１避難計画の策定」の内容に合わせる

ため、計画本文中の文言の整理、追加、修正等を行い、わかりやすい表現にす

るため、「４避難計画」の項を追加します。 

○避難生活が長期に及ぶ場合には、空きスペースの状況を勘案し、子どもの遊戯・

学習部屋や避難者の交流スペースの確保に努めることを追加します。 

○帰宅困難者が発生した場合、迅速に一時滞在施設を開設し、帰宅困難者へ開設状

況の広報及び安全な誘導の実施、鉄道事業者や県等への情報伝達を行うことを追

加します。 

○帰宅困難者へ市内の被害情報、周辺の避難所等に関する情報、鉄道等の運行、復

旧情報の提供を行うことを追加します。 

○協定締結先の事業者等に飲料水やトイレ等の施設の提供の協力を求めることを

追加します。 

○帰宅困難者に対する避難所の確保や輸送対策の実施や、また、必要に応じて市の

バスによる帰宅支援を実施することを追加します。 

資料Ｐ７７ 

資料Ｐ８４～８５ 

資料Ｐ９５～９６ 

資料Ｐ９９～１０９ 
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節 名 修 正 内 容  

第１４節 

医療及び助産対策 

○医療救護に際しては、県及び災害医療拠点病院や神奈川 DMAT 指定病院などの

関係機関と相互に密接な連携を保ち、市医師会等との災害時応援協定に基づき実

施することを追加します。 

○柔軟な医療救護体制をとるため、医療救護班の編成を見直すこととし、また、詳

細な人数等を定めた医療救護班の編成表については削除します。 

○医療救護班による救護活動は、原則として医療救護所において行う。医療救護所

に出動する猶予がないときや自身の医療施設で診療を行なうことが適切だと、医

師自ら判断したときは、被災地周辺または自身の医療施設において医療救護活動

を実施することを追加します。 

第１５節 

行方不明者の捜索

及び遺体の収容、

処理、埋・火葬 

○遺体の収容において、面積、搬入経路等を考慮し、遺体安置所の場所を大和スポ

ーツセンター競技場管理棟から同体育館第１体育室に変更します。 

第１６節 

応急給水対策 

○本市と県営水道との「応急給水支援に関する覚書」に基づき、県営水道からの応

急給水支援を受けて、給水タンクへの受水、臨時給水栓の設置などにより、応急

給水活動を実施すること、必要に応じて、県営水道に他の都県市水道事業者への

支援要請を求めることを追加します。 

○応急給水体制の確立について、応急給水が必要な場合に、県知事へ給水対象人員、

給水期間、給水量、給水場所等を明らかにして調達のあっせんを要請することを

追加します。 

○給水活動の際に広報する事項として、被害状況の説明や復旧見込み、給水所の場

所及び応急給水に関する諸注意に加えて、断水により、トイレの使用を控えるこ

とが健康に影響することを追加します。 

第１８節 

生活必需物資供給

対策 

○他機関からの支援受入れ体制を強化するため、南部地区の生活必需物資集積セン

ターを引地台温水プール立体駐車場から支援物資等の受入れが可能な防災備蓄

倉庫を整備した引地川公園ゆとりの森仲良しプラザに変更します。 

 

資料Ｐ１１９～１２２ 

資料Ｐ１２５ 

資料Ｐ１３０～１３１ 

資料Ｐ１３８ 
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節 名 修 正 内 容  

第１９節 

生活確保対策 

○指定避難所においては備蓄されている携帯トイレを優先的に使用することを追

加します。 

○衛生面に配慮して、使用済み携帯トイレは、通常のごみと分けて集積した後に環

境管理センターへ搬送して処理することを追加します。 

○被災住民等が常に良好な衛生状態を保つように、入浴施設設置の有無、洗濯等の

頻度、ごみ処理の状況など衛生状態の把握に努め、必要な処置を講じることを追

加します。 

○市は、災害時に備えてペットの飼主が平時から備えておくべき事項等の普及啓 

発と避難所における災害時のペットのためのスペース確保に努めることを追加 

します。 

○被災者から寄せられる生活上の不安や要望等に応えるため、県の協力を得て臨時

災害相談所を開設し、女性や外国人も相談しやすい窓口を設置することなどを追

加します。 

第２１節 

文教対策 

○災害時には公共交通機関の運行中止により保護者が帰宅できないことも想定さ

れることから、児童等の帰宅に際しては、保護者へ引き渡すことを原則とする内

容を追加します。 

○学校防災計画等に基づいて、児童等の安全確保を図った後、状況に応じて避難誘

導を行うことなどを教職員の対処、指導基準に追加します。 

第２２節 

災害ボランティア

の活動支援 

○ネットワークの整備として、ボランティアの活動を効率的に本市への支援に結び

つけるため、市とボランティア関係機関・団体等から市と社会福祉協議会等が連

携を図ることに修正します。 

 

第２３節 

災害時要援護者対策 

○女性に配慮した避難所運営を行うため、避難所運営委員会には複数の女性を参加

させるように努めることを追加します。 

○避難所における女性や乳幼児への配慮として、授乳室、男女別更衣室、物干し場

などの設置に努めることや避難所運営において、女性の生活環境を良好に保つこ

となどを追加します。 

○避難所生活において、性犯罪や配偶者暴力等を防ぐため、女性相談員などの配置

や巡回を実施することを追加します。 

○言語・生活習慣・防災意識の異なる外国人に対して、多言語及びやさしい日本語

による情報の表示・表記や通訳ボランティアの派遣により外国人のニーズを把握

するなど、外国人の不安を軽減することを追加します。 

 

 

資料Ｐ１４７～１５１ 

資料Ｐ１６６ 

資料Ｐ１６９ 

資料Ｐ１７１～１７２ 
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第３章 災害復旧・復興対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第４節 

復興計画の策定 

○復興計画策定プロセスにおいて、市民の代表である市議会に対しても意見を求め

ることを追加します。 

第８節 

義援金品の受付、

配布 

○義援金品の受付の場所、また、支援物資の受入れにあたり、内容や数量、必要な

物資と必要ない物資を公表することを追加します。 

○義援金品の配分について、避難所に避難していない住民についても考慮すること

を追加します。 

第９節 

弔慰金の支給、災

害融資 

○法律の改正により、災害弔慰金の支給において遺族の範囲に兄弟姉妹を追加しま

す。 

○規則の廃止により見舞金等の支給については削除します。 

第１２節 

り災証明書の発行 

○り災証明書の発行について、被害調査の実施、り災者台帳の作成など発行手続き

を追加するとともにり災証明発行の実施に関する広報を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｐ１７８ 

資料Ｐ１８１ 

資料Ｐ１８５～１８６ 

資料Ｐ１８２～１８３ 
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第４章 東海地震に関する事前対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第１節～ 

    第１１節 

○「東海地震の地震防災対策強化地域に係る地震防災基本計画」の見直しにより、

「東海地震観測情報」が「東海地震に関連する調査情報（臨時）」に修正された

ことにより、「観測情報」の記載を「調査情報（臨時）」の記載に修正します。 

 

第３節 

大和市の対応 

○鉄道の折り返し運転により、駅周辺が混雑することから、駅周辺混乱防止対策と

して、パニックを防止する対策を行うことを追加します。 

第５節 

市民への周知 

○地震防災信号の警鐘については使用していないことから削除します。 

○広報手段として、ＦＭやまとを追加します。 

第６節 

鉄道折り返し駅及

び周辺の混乱防止

対策 

○市内にターミナル駅が複数あることから、帰宅困難者の支援を強化する必要があ

るため、一時滞在施設として現行の草柳小学校に加えて、新たに各学習センター

（林間を除く）を追加します。 

第８節 

児童・生徒等の保

護対策 

○東海地震注意情報等が発表された場合には、児童等の生命・身体の安全確保を図

り、安全が確保されるまでは学校で保護する。公共交通機関の運行中止により保

護者が帰宅できないことも想定されることから、児童等の帰宅に際しては、保護

者へ引き渡すことを原則とする内容を追加します。 

○学校防災計画等に基づいて、児童の安全確保を図った後に避難誘導を実施するこ

となどを教職員の対処、指導基準に追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｐ１９２～１９７ 

資料Ｐ１９７ 

資料Ｐ１９９ 

資料Ｐ２００ 

資料Ｐ２０２～２０３ 
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【第３編 風水害対策計画編】 

第１章 災害予防対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第１節 

防災組織 

地震編と同様 

第２節 

都市の防災対策 

地震編と同様 

第８節 

災害時情報の収

集・提供体制の拡

充 

地震編と同様 

第９節 

災害対策本部等組

織体制の拡充 

地震編と同様 

第１０節 

避難対策 

○浸水想定区域内に所在する避難にあたって防災上の配慮を要する施設を追加

する。（その他は、地震編と同様） 

第１２節 

防災資機材・飲料

水等の整備、備蓄 

地震編と同様 

第１５節 

広域応援体制等の

拡充 

地震編と同様 

 

 

第１６節 

防災知識の普及 

○市民の心得（役割）で「自助」・「共助」への取組みを強化するため、自助では

携帯トイレの準備や、道路が冠水した場合には高い場所へ移動、共助では隣近所

への声かけの励行を追加します。 

第１７節 

防災訓練 

地震編と同様 

第１８節 

自主防災活動の充

実強化 

地震編と同様 

第１９節 

ボランティアの受

け入れ 

地震編と同様 

資料Ｐ２０７～２０９ 

資料Ｐ２２３ 

資料Ｐ２２５ 

資料Ｐ２２６～２２９ 

資料Ｐ２１４ 

資料Ｐ２３３～２３５ 

資料Ｐ２３８～２３９ 

資料Ｐ２４４～２４５ 

資料Ｐ２４８ 

資料Ｐ２５０～２５１ 

資料Ｐ２５２～２５３ 
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節 名 修 正 内 容  

第２０節 

災害時要援護者対

策 

地震編と同様 

第２１節 

企業防災の促進 

地震編と同様 

 

第２章 災害応急対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第２節 

応急活動体制 

地震編と同様 

第３節 

相互協力体制 

地震編と同様 

第５節 

気象情報等の収

集、伝達 

○竜巻や激しい突風の発生が予想される場合に、的確に情報を入手して、迅速な

避難が実施できるように、気象庁から発表される「竜巻注意情報」と竜巻が発

生する可能性の程度を１時間先まで予測する「竜巻発生確度ナウキャスト」の

活用について追加します。 

第８節 

災害広報 

地震編と同様 

  

資料Ｐ２５８～２５９ 

資料Ｐ２７５ 

資料Ｐ２８１～２８２ 

資料Ｐ２６６～２６７ 

資料Ｐ２５４～２５６ 

資料Ｐ２５６ 
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節 名 修 正 内 容  

第１３節 

避難対策 

○迅速な避難に備えるため、境川、引地川の水位観測地点ごとに避難勧告、避難

指示を行う基準を策定し、公表をすることを追加します。 

○第１章災害予防対策計画第１０節避難対策１避難計画の策定」の内容に合わせ

るため、計画本文中の文言の整理、追加、修正等を行い、わかりやすい表現に

するため、「４避難計画」の項を追加します。 

○風水害時に迅速かつ安全な避難行動をとるために、浸水のおそれのある指定避

難所については予め開設しないこととし、浸水のおそれのある指定避難所の代

替施設を示した表を追加します。 

（表）浸水のおそれのある指定避難所とその代替施設 

番号 浸水のおそれのある

指 定 避 難 所  
代 替 施 設 

1 大和東小学校 大和小学校、深見小学校 

2 福田小学校 桜ヶ丘学習センター、渋谷学習センター 

3 下福田小学校 ゆとりの森仲良しプラザ 

4 上和田中学校 上和田小学校、横浜市瀬谷区で開設された

避難所（本市との協定による） 

5 渋谷中学校 渋谷小学校 

6 大和東高校 大和小学校、深見小学校 

※災害の規模や状況によっては、コミュニティセンターなどの施設を利用する。 

 

第１６節 

医療及び助産対策 

地震編と同様 

第１７節 

行方不明者の捜索

及び遺体の収容、

処理、埋・火葬 

地震編と同様 

第１８節 

応急給水対策 

地震編と同様 

 

第２０節 

生活必需物資供給

対策 

地震編と同様 

第２１節 

生活確保対策 

地震編と同様 

第２３節 

文教対策 

地震編と同様 

 

資料Ｐ２８８～３００ 

資料Ｐ３０９～３１１ 

資料Ｐ３１６ 

資料Ｐ３１９～３２１ 

資料Ｐ３２８ 

資料Ｐ３３４～３３８ 

資料Ｐ３５２ 
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節 名 修 正 内 容  

第２４節 

災害ボランティア

の活動支援 

地震編と同様 

第２５節 

災害時要援護者対

策 

地震編と同様 

 

 

第３章 災害復旧・復興対策計画 

節 名 修 正 内 容  

第４節 

復興計画の策定 

地震編と同様 

第８節 

義援金品の受付、

配布 

地震編と同様 

第９節 

弔慰金の支給、災

害融資 

地震編と同様 

第１２節 

り災証明書の発行 

地震編と同様 

 

 

 

 

 

 

 

資料Ｐ３５５ 

資料Ｐ３５７～３５８ 

資料Ｐ３６４ 

資料Ｐ３６８ 

資料Ｐ３６９～３７０ 

資料Ｐ３７２～３７３ 
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８. その他 
 

（１）取組み体制の構築 

地域防災計画の内容をより実行性のあるものとするため、全庁で各部の職員行動マニュアルを

見直し、これに基づく訓練の実施と検証を行います。 

また、同時に各部間の行動を調整することで、市全体として災害時に効果的かつ迅速な活動が

実施できる体制を構築します。 

（２）計画の運用にあたって 

本計画に基づき、災害対応を実施しますが、被害を最小限にするため、計画の記載内容に捉わ

れず柔軟に取組みます。 

 

９． 今後の予定 

 

H25. 2  神奈川県への報告 

 

H25. 2  大和市地域防災計画公表 

 

 

 

 

 


